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「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報の入力等について 

 

 

 社会福祉法人制度改革に伴う諸般の対応につきましては、平素から格段のご配慮を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号。以下「法」という。）第 59条に基づく所轄庁への

届出については、毎会計年度終了後３月以内に、計算書類等及び財産目録等を届け出なけ

ればならないこととしております。この所轄庁への届出方法については、「社会福祉法人

の認可について」（平成 12年 12月１日障第 890号、社援第 2618号、老発第 794号、児発

第 908 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家

庭局長連名通知）の別紙１社会福祉法人審査基準の第５（４）においてお示ししていると

おり、社会福祉法人（以下「法人」という。）は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示

システム」（以下「電子開示システム」という。）に記録する方法により行うことが望ま

しいこととしているところです。 

これに関連し、法第 59条の２第６項の規定に基づく都道府県知事から厚生労働大臣への

情報の提供は毎年度９月末を目途として行うこととしております。このため、既に、電子

開示システムにより計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届出を行った法人が、所轄庁に

よる差戻し等により、引き続き電子開示システムでの入力の作業を行っている場合等にお

いても、所轄庁は、８月末を目途として、法人のシステム入力を完了させるようお願いい

たします。その際、引き続き、法人から届出のあった計算書類等及び財産目録等の内容に

ついてご確認いただくとともに、法人に対するシステム入力等にかかる助言や、必要に応

じて代理入力を行う等の丁寧なご支援をお願いいたします。 

 また、「『社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム』による情報の提供等について」

（平成 29 年３月 29 日社援発 0329 第 49 号厚生労働省社会・援護局長通知）の第一の３に

おいては、法第 59条の２第６項の規定に基づく都道府県知事による厚生労働大臣への情報

の提供については、毎年度９月末を目途に行うこととしているところです。各都道府県の

ご担当者におかれましては、改めてこの点についてご了知いただくとともに、引き続き、

本規定に基づく情報の提供へのご協力よろしくお願いいたします。 

各都道府県・指定都市・中核市におかれましては、本事務連絡の内容等をご了知いただ

くとともに、貴管内の市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。）に対して周知い

ただきますようお願いいたします。 


